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（証券コード 2540）
令和元年６月５日

株 主 各 位
　

東京都渋谷区南平台町16番25号

代表取締役社長 塩 澤 太 朗
　

第101回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第101回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご
表示のうえ、令和元年６月26日（水曜日）午後５時25分までに到着するようにお送りくだ
さいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

　

1. 日 時 令和元年６月27日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
2. 場 所 東京都渋谷区南平台町16番25号 当社本店 ２階
3. 目 的事項
報告事項 第101期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）事業報告及び

計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約の
ため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
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　事業報告の業務の適正を確保するための体制、計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記
表につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブ
サイト（http://www.yomeishu.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載し
ておりません。従いまして、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査等委
員会及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
　本招集ご通知の添付書類及び株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、修
正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.yomeishu.co.jp/）に掲載
させていただきます。
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（添 付 書 類）
　

事 業 報 告
（平成

平成
30
31
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

　
1. 会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果
　当事業年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢が改善する中、景気は緩やかな回
復基調が続き、個人消費は持ち直してきてはいるものの、相次ぐ自然災害の影響や海外経済
の不確実性、通商問題等、引き続き先行き不透明な状況で推移いたしました。当社の関連業
界におきましても、節約志向、業種業態を越えた企業間競争の激化に加え、人件費や物流コ
ストが増加するといった厳しい状況で推移いたしました。
　このような状況の中で当社は、「生活者の信頼に応え、豊かな健康生活に貢献する」とい
う経営理念の下、新たな中期経営計画（2018年４月～2021年３月）を策定し、「ポジティ
ブエイジングケアカンパニーとして、健やかに、美しく、歳を重ねることに貢献する」とい
う事業ビジョンに基づき、「持続的成長に向けた事業基盤の構築」を基本方針として「選択
と集中」「スピードと効率」「コスト管理の徹底」「経営基盤の強化」の基本戦略を推進し、
「養命酒の売上回復」と「酒類食品分野の伸長カテゴリーへの注力」により事業の拡大と収
益性の向上に取り組んでまいりました。
　当事業年度の業績は、売上高が105億２千３百万円（前事業年度比1.2％減）となりまし
た。利益面につきましては、営業利益は５億５千８百万円（前事業年度比7.2％増）、経常利
益は８億７千６百万円（前事業年度比5.7％増）、当期純利益は、前事業年度に計上した固定
資産売却益がなくなったことなどにより、６億８千６百万円（前事業年度比57.5％減）とな
りました。
　
　セグメント別には以下のとおりです。
① 養命酒関連事業
　養命酒関連事業の売上高は101億６千１百万円（前事業年度比2.1％減）となりました。
＜養命酒＞
　国内における「養命酒」につきましては、平成29年６月改正酒税法施行後の販売環境
の変化を受ける中、年間を通して小売店での店頭販売促進活動に注力し、店頭陳列の強化
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をはじめ、各種販促物の設置等に取り組むとともに、新たな販売チャネルとして保険薬局
の開拓を強化しました。また、新規顧客の獲得と継続飲用者を維持するため、幅広い年齢
層に向けてテレビスポット広告等の各種広告、ウェブキャンペーン等の施策を実施したも
のの、売上高は、76億１千４百万円（前事業年度比5.0％減）となりました。
　海外における「養命酒」につきましては、商品理解の促進と購買意欲の向上を目指し、
主要輸出先（台湾・香港・マレーシア・シンガポール）の市場環境に即した販売促進活動
を実施しました。売上高は、３億８千８百万円（前事業年度比8.4％増）となりました。
　以上の結果、「養命酒」全体の売上高は80億３百万円（前事業年度比4.5％減）となり
ました。

　
＜その他商品・サービス＞
　「ヘルスケア」につきましては、「養命酒製造の黒酢」の保険薬局取扱店舗数の拡大に
取り組みました。「ヘルスケア」の売上高は、１億１千２百万円（前事業年度比96.2％増）
となりました。
　「酒類」につきましては、「フルーツとハーブのお酒」がコンビニエンスストアでの定
番化や新規採用に向けた営業活動に取り組んだものの、前事業年度にコンビニエンススト
ア向け初回一斉出荷があったことの影響から、前事業年度を下回りました。また平成31
年３月１日に３種類の「クラフトジン」を発売しました。「酒類」の売上高は、７億６千
６百万円（前事業年度比11.0％減）となりました。
　「食品」につきましては、「養命酒製造のど飴」が平成30年10月１日の発売から順調に
売上を伸ばし、また「グミ×サプリ」も堅調に推移したことから「食品」の売上高は、６
億２千５百万円（前事業年度比32.3％増）となりました。
　「リテール」につきましては、「くらすわ」、「養命酒健康の森」の売上が堅調に推移し
ました。「リテール」の売上高は、６億５千３百万円（前事業年度比6.6％増）となりまし
た。
　以上の結果、「その他商品・サービス」全体の売上高は21億５千８百万円（前事業年度
比7.6％増）となりました。

　
② その他
　新たに賃貸用不動産を取得しました。不動産賃貸と鶴ヶ島太陽光発電所の売上を合算
し、売上高は３億６千２百万円（前事業年度比32.6％増）となりました。
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（2）資金調達等についての状況
① 資金調達の状況
　該当事項はありません。
② 設備投資の状況
　当事業年度中に実施した設備投資の総額は18億８千５百万円で、その主なものは賃貸
用不動産でありまして、全額自己資金で賄いました。

　
（3）直前３事業年度の財産及び損益の状況

　

区 分
第 98 期

(平成27年４月平成28年３月
１
31
日から
日まで)

第 99 期
(平成28年４月平成29年３月

１
31
日から
日まで)

第 100 期
(平成29年４月平成30年３月

１
31
日から
日まで)

第 101 期
(当事業年度)

売 上 高 (百万円) 12,703 12,276 10,655 10,523

経 常 利 益 (百万円) 2,112 1,963 829 876

当 期 純 利 益 (百万円) 1,769 1,368 1,615 686

１株当たり当期純利益（円） 129.14 99.84 117.68 50.01

総 資 産 (百万円) 42,849 44,551 47,318 46,347

純 資 産 (百万円) 37,378 38,790 41,454 40,622
　

（注）１．平成27年10月１日を効力発生日として普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っておりま
す。第98期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

２．第98期より「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しております。当該信託が保有する当社株式については、
自己株式として計上しております。このため、１株当たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株
式の期中平均株式数は、その計算において控除する自己株式に、「役員報酬ＢＩＰ信託」が保有する
当社株式を含めております。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年
度より適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債
の区分に表示する方法に変更するとともに、前事業年度の金額は組替え後の金額で表示しておりま
す。

宝印刷株式会社 2019年05月22日 17時12分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 6 ―

（4）対処すべき課題
　今後の見通しといたしましては、緩やかな景気の回復が期待されるものの、消費税増税に
よる消費者の節約志向の高まりや、海外経済の不確実性や通商問題等、先行き不透明な状況
が続くものと見込まれます。
　このような経営環境の中、当社は、中期経営計画（2018年４月～2021年３月）の２年
目において、中期経営計画の基本方針である「持続的成長に向けた事業基盤の構築」を図る
ため、以下の４つの基本戦略を推進してまいります。

　
① 選択と集中
　収益基盤である「養命酒」の売上回復を最優先の経営課題とし、営業戦略及びプロモー
ション戦略の再構築に取り組んでまいります。また、新たな成長基盤として前中期経営計
画において取り組んできた「養命酒」以外の商品・サービスについては、伸長カテゴリー
に注力することで、売上拡大と収益性の確保に取り組んでまいります。
② スピードと効率
　組織体制の見直し、事業の再編、IT基盤の整備・活用により、経営資源を適正に配分
し、意思決定及び業務遂行の迅速化、効率化、生産性の向上を図ってまいります。
③ コスト管理の徹底
　原価低減、製品別の原価管理の徹底、販売費及び一般管理費の見直し等によりコスト管
理の徹底に取り組んでまいります。
④ 経営基盤の強化
　経営監督機能の強化及び迅速・果断な意思決定を行う仕組みを構築し、コーポレート・
ガバナンスの強化に取り組んでまいります。また、マネジメントの強化、人材育成、事業
別収益管理の徹底、品質管理の徹底等に取り組み、持続的な成長を支える経営基盤を強化
してまいります。

　
　株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申しあげま
す。
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（5）主要な事業内容
　

事 業 区 分 主 な 事 業 内 容

養 命 酒 関 連 事 業 養命酒、酒類及び医薬品等の製造・販売、飲食店及び売店の経営

そ の 他 不動産の賃貸、自然エネルギー等による発電事業及び電気の供給・販売等
に関する業務

　
（6）主要な営業所及び工場並びに従業員の状況
① 主要な営業所及び工場
　本店：東京都渋谷区南平台町16番25号

　

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
大 阪 支 店 大 阪 府 駒 ヶ 根 工 場 長 野 県
商 品 開 発 セ ン タ ー 長 野 県 商 業 施 設 「く ら す わ」 長 野 県
鶴 ヶ 島 太 陽 光 発 電 所 埼 玉 県
　
② 従業員の状況

　

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
271名（32名） ５名減（１名増） 42.8歳 18.8年

　

（注） 従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
　
（7）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。
② 子会社の状況
　該当事項はありません。
③ その他
　大正製薬ホールディングス株式会社は当社の議決権を23.93％所有しており、当社は同
社の持分法適用関連会社となっております。

　
（8）主要な借入先の状況
　該当事項はありません。
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2. 株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 66,000,000株
（2）発行済株式の総数 13,808,947株（自己株式2,691,053株を除く）
（3）株 主 数 5,266名
（4）上位10名の株主

　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
大 正 製 薬 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 3,300千株 23.89　％
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 675 4.88　
株 式 会 社 八 十 二 銀 行 650 4.70　
ト ー ア 再 保 険 株 式 会 社 548 3.96　
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口) 510 3.69　
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 424 3.07　
大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 301 2.18　
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 264 1.91　
藤 澤 玄 雄 225 1.62　
キ ッ コ ー マ ン 株 式 会 社 221 1.60　

　

（注） 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
　
3. 新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等

　

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長 川 村 昌 平
代表取締役社長 塩 澤 太 朗
取 締 役
専務執行役員 田 中 英 雄 生産本部・コーポレート本部担当
取 締 役
常務執行役員 神 林 敬 マーケティング本部・営業本部担当
取 締 役
上席執行役員 大 森 勉 生産本部長・駒ヶ根工場長
取 締 役
上席執行役員 斉 藤 隆 コーポレート本部長・経営管理部長
取 締 役
（常勤監査等委員） 野 﨑 知
取 締 役
（監 査 等 委 員） 笠 原 孟
取 締 役
（監 査 等 委 員） 鈴 木 茂 夫 ナラサキ産業株式会社社外監査役

　

（注）1. 当社は、平成30年６月28日開催の第100回定時株主総会決議により、同日付で監査等委員会設置会
社に移行いたしました。これに伴い、常勤監査役井川 明、常勤監査役宮下久宜、監査役笠原 孟
及び監査役鈴木茂夫の４氏の任期は満了し、笠原 孟及び鈴木茂夫の両氏は、同定時株主総会にお
いて取締役（監査等委員）に新たに選任され、それぞれ就任いたしました。また、井川 明氏は同
定時株主総会終了後開催された取締役会において執行役員に新たに選任され、就任いたしました。

2. 取締役（常勤監査等委員）野﨑 知、取締役（監査等委員）笠原 孟及び取締役（監査等委員）
鈴木茂夫の３氏は、社外取締役であります。

3. 取締役（常勤監査等委員）野﨑 知、取締役（監査等委員）笠原 孟及び取締役（監査等委員）
鈴木茂夫の３氏につきましては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員とし
て届け出ております。

4. 取締役（監査等委員）鈴木茂夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有するものであります。

5. 常務取締役吉松敬雄、取締役清水政明、取締役丸山明彦、取締役宮下克彦及び取締役白井汪芳の５
氏は平成30年６月28日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。また、同
定時株主総会終了後開催された取締役会において丸山明彦及び宮下克彦の両氏は上席執行役員に新
たに選任され、清水政明氏は執行役員に選任され、それぞれ就任いたしました。

6. 取締役（監査等委員）野﨑 知氏は平成30年６月28日開催の第100回定時株主総会において新たに
選任され、就任いたしました。

7. 取締役（監査等委員）野﨑 知氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、情報収集その他監査
の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
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8. 取締役兼務の者を除く平成31年３月31日現在の執行役員は次のとおりです。
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
上席執行役員 丸 山 明 彦 マーケティング本部長・マーケティング部長
上席執行役員 宮 下 克 彦 営業本部長・営業企画部長・海外事業部長
執 行 役 員 清 水 政 明 人事総務部長
執 行 役 員 井 川 明 経理部長
執 行 役 員 丸 山 徹 也 商品開発センター長

（2）責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、会社法第427条第１項の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としておりま
す。

（3）当事業年度に係る取締役等の報酬等の総額
① 監査等委員会設置会社移行前（平成30年４月１日から第100回定時株主総会（平成30
年６月28日）終結の時まで）

区分 支給人数 報酬等の額
取締役
（うち社外取締役）

11名
（１名）

41百万円
（１百万円）

監査役
（うち社外監査役）

４名
（３名）

11百万円
（７百万円）

（注）1. 上記取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記取締役の報酬等の額には、株式報酬等に係る役員株式給付引当金繰入額６百万円（社外
取締役を除く取締役10名）を含んでおります。

3. 監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、平成27年６月26日開催の第97回定
時株主総会において年額310百万円以内（うち社外取締役分は18百万円以内）と決議いただ
いておりました。

4. 監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、平成27年６月26日開催の第97回定
時株主総会において年額72百万円以内と決議いただいておりました。

5. 上記3.の取締役の報酬限度額とは別枠で、平成27年６月26日開催の第97回定時株主総会に
おいて、取締役（社外取締役を除く。）及び当社と委任契約を締結する執行役員に対する株
式報酬等について拠出する金員の上限は、連続する３事業年度ごとに130百万円以内と決議
いただいておりました。
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② 監査等委員会設置会社移行後（第100回定時株主総会（平成30年６月28日）終結の時
から平成31年３月31日まで）

区分 支給人数 報酬等の額
取締役（監査等委員である取
締役を除く。） ６名 118百万円

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

３名
（３名）

22百万円
（22百万円）

（注）1. 上記取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使
用人分給与は含まれておりません。

2. 上記取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額には、当事業年度に係る役員
賞与引当金繰入額17百万円及び株式報酬等に係る役員株式給付引当金繰入額16百万円を含
んでおります。

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、平成30年６月28日開催の第
100回定時株主総会において年額280百万円以内（うち社外取締役分は18百万円以内）と決
議いただいております。

4. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成30年６月28日開催の第100回定時株主総会
において年額72百万円以内と決議いただいております。

5. 上記3.の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額とは別枠で、平成30年６
月28日開催の第100回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び社外取
締役を除く。）及び当社と委任契約を締結する執行役員に対する株式報酬等について拠出す
る金員の上限は、連続する３事業年度ごとに193百万円以内と決議いただいております。
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（4）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
取締役(監査等委員)鈴木茂夫氏は、ナラサキ産業株式会社社外監査役を兼務しておりま

すが、当社と同社との間には特別の利害関係はありません。

② 各社外役員の主な活動状況
　

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役
(監査等委員) 野 﨑 知

平成30年６月28日取締役（監査等委員）就任以降開催の取締役会13回、
監査等委員会11回すべてに出席し、金融機関における監査業務等の長年
の経験から有する豊富な知見を活かし、客観的立場から適宜発言を行っ
ております。

取締役
(監査等委員) 笠 原 孟

当事業年度開催の取締役会19回のうち、監査役として６回、監査等委員
として13回出席し、また、監査役会５回、監査等委員会11回すべてに出
席いたしました。金融機関における経験から有する豊富な知見を活かし、
客観的立場から適宜発言を行っております。

取締役
(監査等委員)

鈴 木 茂 夫

当事業年度開催の取締役会19回のうち、監査役として６回、監査等委員
として13回出席し、また、監査役会５回、監査等委員会11回すべてに出
席いたしました。公認会計士や他社の社外監査役としての専門的な知見
と豊富な経験を活かし、適宜発言を行っております。

　
5. 会計監査人に関する事項
（1）名称 ＥＹ新日本有限責任監査法人
（注） 新日本有限責任監査法人は平成30年７月１日付をもって、名称をＥＹ新日本有限責任監査法人に変更

しております。
　
（2）会計監査人の報酬等の額
　 ① 報酬等の額 30百万円
　 ② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30百万円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に
基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、①の額には「金融商品取引法」に基づ
く監査の報酬等の額を含めております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算
定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同
意を行っております。
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（3）解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が「会社法」第340条第１項各号に定める事由に該当すると
認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、
会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、株
主総会に提出する解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

6. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識しております。
　配当につきましては、各事業年度の業績等を考慮して、当期純利益に対する配当性向30
％程度を目安に実施してまいりたいと考えております。また、原則として１株当たり年間配
当金の下限を36円とし、業績の拡大に応じた利益配分を基本としながら安定的な配当を継
続することにも配慮してまいります。内部留保資金につきましては、広い視野に立って持続
的成長に向けた設備投資、研究開発等に活用してまいります。
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貸 借 対 照 表
（平成31年３月31日現在）

（単位：千円）
　

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 12,834,772 流 動 負 債 1,554,177
現 金 及 び 預 金 7,119,075 買 掛 金 262,334
売 掛 金 2,505,271 未 払 金 24,563
有 価 証 券 1,500,038 未 払 酒 税 126,402
商 品 及 び 製 品 474,652 未 払 費 用 748,310
仕 掛 品 113,544 未 払 法 人 税 等 120,998
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 979,911 預 り 金 15,092
前 渡 金 17,329 賞 与 引 当 金 200,647
そ の 他 の 流 動 資 産 124,949 役 員 賞 与 引 当 金 17,730
固 定 資 産 33,512,417 役 員 株 式 給 付 引 当 金 31,570
有 形 固 定 資 産 7,777,159 そ の 他 の 流 動 負 債 6,528
建 物 3,952,254 固 定 負 債 4,170,721
構 築 物 266,009 繰 延 税 金 負 債 2,767,879
機 械 及 び 装 置 841,071 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 48,350
車 両 運 搬 具 17,507 長 期 預 り 金 1,344,441
工 具、 器 具 及 び 備 品 170,088 そ の 他 の 固 定 負 債 10,050
土 地 2,527,571 負 債 合 計 5,724,899
建 設 仮 勘 定 2,657 （純 資 産 の 部）
無 形 固 定 資 産 257,799 株 主 資 本 34,996,870
ソ フ ト ウ エ ア 239,771 資 本 金 1,650,000
その他の無形固定資産 18,028 資 本 剰 余 金 720,938
投資その他の資産 25,477,458 資 本 準 備 金 404,986
投 資 有 価 証 券 17,187,511 そ の 他 資 本 剰 余 金 315,952
関 係 会 社 株 式 3,028,905 利 益 剰 余 金 37,616,470
長 期 前 払 費 用 43,436 利 益 準 備 金 412,500
前 払 年 金 費 用 792,431 そ の 他 利 益 剰 余 金 37,203,970
長 期 預 金 4,400,000 固定資産圧縮積立金 821,261
そ の 他 の 投 資 33,513 別 途 積 立 金 35,681,000
貸 倒 引 当 金 △8,340 繰 越 利 益 剰 余 金 701,709

自 己 株 式 △4,990,539
評価・換算差額等 5,625,420
その他有価証券評価差額金 5,625,420
純 資 産 合 計 40,622,290

資 産 合 計 46,347,190 負 債 及 び 純 資 産 合 計 46,347,190
　

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（平成

平成
30
31
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
　

科 目 金 額
売 上 高 10,523,794
売 上 原 価 3,773,068
売 上 総 利 益 6,750,725
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,192,620
営 業 利 益 558,105
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 308,445
そ の 他 の 営 業 外 収 益 24,224 332,670

営 業 外 費 用
支 払 利 息 13,274
そ の 他 の 営 業 外 費 用 583 13,858
経 常 利 益 876,918
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 154,435 154,435
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 3,540
減 損 損 失 40,327 43,868
税 引 前 当 期 純 利 益 987,485
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 296,000
法 人 税 等 調 整 額 4,691 300,691
当 期 純 利 益 686,793

　

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
令和元年５月13日

養 命 酒 製 造 株 式 会 社
　取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 江 口 泰 志 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 原 賀 恒一郎 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、養命酒製造株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日
までの第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第101期事業年度における取締役の職務の執行について監
査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門等
と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和元年５月21日
養命酒製造株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 野 﨑 知 ㊞
監 査 等 委 員 笠 原 孟 ㊞
監 査 等 委 員 鈴 木 茂 夫 ㊞

（注） 監査等委員野﨑 知、笠原 孟及び鈴木茂夫は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役でありま
す。

　
　

以 上
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株主総会参考書類
　
議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識しております。
　配当につきましては、各事業年度の業績等を考慮して、当期純利益に対する配当性向30％
程度を目安に実施してまいりたいと考えております。また、原則として１株当たり年間配当金
の下限を36円とし、業績の拡大に応じた利益配分を基本としながら安定的な配当を継続する
ことにも配慮してまいります。内部留保資金につきましては、広い視野に立って持続的成長に
向けた設備投資、研究開発等に活用してまいります。当期の剰余金の処分につきましては、業
績等を考慮し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
1. 期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭
（2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円 総額552,357,880円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日

令和元年６月28日
2. 剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000円
（2）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 100,000,000円
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　第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員６名は、本総会終結の時をもって任期満了
となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いするもので
あります。
　なお、監査等委員会から、本議案につきましては監査等委員である社外取締役を含む指名・
報酬委員会での審議を経て取締役会で決定されており、候補者及びその選定プロセスは適切で
あるとの意見表明を受けております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏 名 現在の当社における地位及び担当

１ かわむら しょうへい

川村 昌平 再 任 代表取締役会長

２ 塩
しお

澤
ざわ

　太朗
た ろう

再 任 代表取締役社長

３ 田
た

中
なか

　英雄
ひで お

再 任 取締役専務執行役員
生産本部・コーポレート本部担当

４ かんばやし たかし

神林 敬 再 任 取締役常務執行役員
マーケティング本部・営業本部担当

５ おおもり つとむ

大森 勉 再 任 取締役上席執行役員
生産本部長・駒ヶ根工場長

６ さいとう たかし

斉藤 隆 再 任 取締役上席執行役員
コーポレート本部長・経営管理部長
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び担当並びに
重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

１

再 任

川
か わ む ら
村　昌

しょうへい
平

（昭和14年６月10日生）

昭和37年４月 当社入社
平成８年６月 当社取締役 経理部長
平成14年６月 当社常務取締役 人事・経理担当
平成16年６月 当社専務取締役執行役員 管理本部長
平成18年６月 当社代表取締役専務取締役執行役員

総務・人事・経理担当
平成19年６月 当社代表取締役副社長執行役員

海外事業・総務・人事・経理担当
平成20年６月 当社代表取締役副社長執行役員

生産事業本部長
平成22年４月 当社代表取締役副社長執行役員

生産事業本部長・事業開発本部長
平成22年８月 当社代表取締役副社長執行役員

事業開発本部長・管理本部長
平成23年６月 当社代表取締役会長

現在に至る

33,500株

取締役候補者とした理由
　管理・生産・事業開発の本部長を歴任し、平成23年６月より代表取締役会長を務めており、経営全
般に関する豊富な経験、見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者といた
しました。

２

再 任

塩
し お ざ わ
澤　太

た ろ う
朗

（昭和23年５月８日生）

昭和46年４月 三菱信託銀行株式会社入社
平成12年６月 当社常務取締役 総務・経理担当
平成13年６月 当社常務取締役 広報部長
平成13年８月 当社常務取締役 広報部長・事業開発部長
平成14年６月 当社専務取締役 事業開発・広報担当
平成15年４月 当社専務取締役

事業開発・広報・薬事業務担当
平成16年６月 当社代表取締役社長 事業本部長
平成18年６月 当社代表取締役社長

現在に至る

150,019株

取締役候補者とした理由
　総務・経理・事業開発・広報・薬事業務担当の取締役を歴任し、平成16年６月より代表取締役社長
を務めており、経営全般に関する豊富な経験、見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き続
き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び担当並びに
重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

３

再 任

田
た な か
中　英

ひ で お
雄

（昭和27年２月22日生）

昭和49年４月 三菱信託銀行株式会社入社
平成16年６月 当社取締役執行役員 管理本部部長
平成17年６月 当社取締役執行役員

経理部長・管理本部部長
平成18年６月 当社取締役執行役員 経理部長
平成20年６月 当社取締役執行役員 経営企画部長
平成21年６月 当社取締役執行役員 総務部長・監査室長
平成22年８月 当社取締役執行役員 総務部長
平成23年５月 当社取締役執行役員 人事部長・経理部長
平成23年６月 当社常務取締役執行役員

管理本部長・人事部長・経理部長
平成24年６月 当社常務取締役執行役員 管理本部長
平成26年６月 当社専務取締役執行役員 管理本部長
平成30年４月 当社専務取締役執行役員

生産本部・コーポレート本部担当
平成30年６月 当社取締役専務執行役員

生産本部・コーポレート本部担当
現在に至る

15,300株

取締役候補者とした理由
　経理部門・総務部門・人事部門の部門長やその統括である管理本部長を歴任し、経営管理に関する
高度の専門性及び経営全般に関する豊富な経験、見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き
続き取締役候補者といたしました。

４

再 任

かんばやし たかし

神 林 敬

（昭和36年８月10日生）

昭和59年４月 当社入社
平成20年６月 当社執行役員 人事総務部副部長
平成21年６月 当社執行役員 営業部長
平成24年６月 当社取締役執行役員 営業部長
平成26年６月 当社常務取締役執行役員

マーケティング本部長
平成30年４月 当社常務取締役執行役員

マーケティング本部・営業本部担当
平成30年６月 当社取締役常務執行役員

マーケティング本部・営業本部担当
現在に至る

7,400株

取締役候補者とした理由
　営業部長やマーケティング本部長を歴任し、営業・マーケティングに関する高度の専門性と経営全
般に関する豊富な経験、見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者といた
しました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び担当並びに
重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

５

再 任

お お も り つとむ

大 森 勉

（昭和33年10月27日生）

昭和56年４月 当社入社
平成20年６月 当社執行役員 駒ヶ根工場副工場長
平成22年４月 当社執行役員

施設運営事業部長・駒ヶ根工場副工場長
平成22年８月 当社執行役員

駒ヶ根工場長・施設運営事業部長
平成23年６月 当社取締役執行役員

駒ヶ根工場長・施設運営事業部長
平成24年６月 当社取締役執行役員

駒ヶ根工場長・中央研究所長
平成26年６月 当社取締役執行役員 駒ヶ根工場長
平成28年４月 当社取締役執行役員

生産本部副本部長・駒ヶ根工場長
平成28年５月 当社取締役執行役員

生産本部長・駒ヶ根工場長
平成30年６月 当社取締役上席執行役員

生産本部長・駒ヶ根工場長
現在に至る

8,600株

取締役候補者とした理由
　長年にわたり製造・品質管理部門に携わり、生産本部長を務めており、生産管理に関する高度の専
門性と豊富な経験、見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者といたしま
した。

６

再 任

斉
さ い と う
藤　 隆

たかし

（昭和29年９月21日生）

昭和53年４月 株式会社住友銀行入行
平成18年４月 株式会社三井住友銀行執行役員
平成21年５月 大正製薬株式会社上席理事
平成23年４月 同社執行役員
平成24年６月 富山化学工業株式会社取締役
平成25年４月 大正製薬ホールディングス株式会社

執行役員
平成25年６月 当社監査役
平成27年６月 当社取締役執行役員 経営管理部長
平成30年４月 当社取締役執行役員

コーポレート本部長・経営管理部長
平成30年６月 当社取締役上席執行役員

コーポレート本部長・経営管理部長
現在に至る

3,600株

取締役候補者とした理由
　経営管理部門に携わり、コーポレート本部長を務めており、医薬品製造販売会社や金融機関での取
締役・執行役員で培われた幅広い経験・見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き続き取締
役候補者といたしました。

　

（注）各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
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（ご参考）取締役候補者の指名方針・手続
　取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名前後、監査等委員である取締役
３名程度を適正規模と考えています。また、取締役会の構成については、経営、製造、販売、
管理、法務、財務、会計等の取締役会全体における知識・経験・能力のバランスと多様性及び
適正規模を両立させることが重要と考えています。ジェンダー、国際性については、重要性を
認識しており、経営方針、事業内容等を踏まえた取締役会の適正規模との両立を検討していま
す。
　取締役の候補者選定にあたりましては、経営理念、企業ビジョン、事業ビジョン、経営計
画、コーポレート・ガバナンスに対する基本方針を踏まえ、経営、製造、販売、管理に関する
専門性及び社外出身者の場合は経歴、経営経験、財務・会計・法務の専門性その他当社の取締
役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格などを勘案し、取締役会の諮問機関で代
表取締役会長、代表取締役社長及び３名の監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬
委員会において指名・報酬委員会の定める選定基準に基づき協議し、監査等委員である取締役
候補者については監査等委員会の同意を得た上、取締役会にて決定することとしています。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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交番

首都高速
出口

首都高
速

入口

セルリアンタワー
東急ホテル

道玄坂

旧
山
手
通
り

三軒
　茶屋

養命酒製造（株）
（養命酒ビル） 品

川
山
手
線

J
R

霞ヶ関

青山

渋
谷
駅

新
宿

道玄坂上
南平台

神泉町
国道246号線

地
下
道

地
下
道

首都高速３号線地
下
道

地
下
道

首都高速３号線

歩道橋歩道橋

歩道橋

西
口

吉祥寺 渋谷神泉駅
南口

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

　
　

株主総会会場ご案内図
　

東京都渋谷区南平台町16番25号
　 当社本店 ２階
電話 03(3462)8111（代表）

■ ＪＲ渋谷駅西口（南改札）から国道246号線三軒茶屋方面へ徒歩約12分
■ 京王井の頭線 神泉駅南口から徒歩約５分

　
株主総会ご出席株主様へのお土産の配布は取り止めとさせてい
ただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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